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平成26年度県土整備部組織機構
(本庁)

く河川1.砂防諜の再編>

0 現行の「河}11・砂防諜」を「河}II課jと「防災砂防課j/こ再編

く東海環状自動車道担当の新設〉

o r新名神推進課」に「東海環状自動車道担当」を新設

[担当名]

部長ーっ一企画総務担当

公共事業総合政策担ill

l一道路整備担当

流域整備担当

住まいまちづくり担当

工事検査担当

【諜名]

ι一課
県土整備財務課

公共用地諜

入札管理課

[班名1

F企画広報班
予算決算班
人材開発班

経理1班
経理2班
審査調整班
用地支媛班

「一一事業評価班
ト一一技術管理班
比一一情報化到IE総合評価1班

総合評価2班
総合評価3班

建設業班
入札制度班

公共事業運営課

建設業課

道路企画課

新名神推進課

高速道推進班

道路企画班E用伽用地2班
工務班

東海環状自動車道担当[新設】
道路建設班

橋りょう・市町道班

一一一一寸一一道路管理班
」一一道路維持班

河川計画班
河JlI事業班
砂防班

ダム班
港湾整備班

海岸整備班
流域管理班
流域維持班

「一一管理・経営班
ト一一下水道計画班
」一一下水道事業班

施設災害対策班

「一一都市計画班
トー街路・公園班
」一一市街地整備班

下一一景観班
L一一一地域支援班【名称変更】

モ建築安全班
建築確認審査班

開発審査班
宅建業・建築士班

「一一住まい支援班
ト一一住宅管理班
」一一住宅整備班

「一一営繕調整班
ト←ー建築1班

ト一一建築2班
ト一一電気設備班
」一一機械設備班

道路建設課

道路管理課

河川課【新設】

一一防災砂防課[新設

」ー港湾・海岸課

流域管理課

下水道諜

施設災害対策目

都市政策課

景観まちづくり課

建築開発課

住宅課

営繕課
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(地域機関)

<技術管程監(課長級)の設置>

0 事業規模の大きい3建設事務所(四日市、松阪、伊勢)に「技術管理監」を設置し、
工事統括課長を兼務する。

【事務所名】 【室名】

桑名建設事務所 総務 E管理室

建築室開発室

一一事保全業推進室

用地調整室

四日市建設事務所 総務・管理室

建築開発室

事保全室
業推進室

プロジェクト推進室

用地調整室

鈴鹿建設事務所 総務"管理室

保事全室
業推進室

用地調整室

津建設事務所 総務・管理室

保事全室
業推進室

用地調整室
君ヶ野ダム管理室

松阪建設事務所 総務・管理室

建築開発寒
保全室

」一事業推進室

用地調整室
宮川ダム管理由
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【課名]

「一一一総務課
」一一一管理課

建築開発課
保全課

巨ヱ事統括課
道路課
流域課
用地諜

E二二二総務課
管理課
建築爾発課
保全課

「一一一工事統括課
卜一一一道路課
」一一一流域・公園諜

仁二二二高規格道路課
中心市街地課
用地課

E二二総務課
管理課
保全課E工事統括課
道路諜
流域課
用地課

E二二二総務課
管理課
保全課

「一一一工事統括課
ト一一一道路課
ト一一一流域←課
ト一一一流域二課
」一一一大規模事業課

用地諜
ダム管理諜

亡二二ご総務課
管理課
建築開発課
保全課

巨ヱ事統括謀
道路一課
道路二課
流域課
用地課
ダム管理課



伊勢建設事務所 一一寸一一総務・管理室

」ー建築開発室
保全室
事業推進室

志摩建設事務所

伊賀建設事務所

尾鷲建設事務所

熊野建設事務所

課

課

課

発

括

整

課
課
開
課
統
課
課
調
諜

務
理
築
全
事
路
域
地
業

総
管
建
保
工
道
流
用
事

E
E一室進クブ域地鳥

用地調整室
宮川下水道室

総務・管理・建築室

保全室
事業・用地推進室

総務・管理室

建築開発室
保全室
事業推進室

用地調整室

総務・管理・建築室

~一保全室
事業推進室

一一用地調整室

総務・管理・建築室

保全室
事業推進室

用地調整室

災害復旧室

北勢流域下水道事務所ーっ一一総務・用地室
'--事業推進室

中勢流域下水道事務所ーっ一一総務調用地室
」一事業推進室

仁二二総務課
管理課
建築開発課
保全課E団
道路一課
道路ニ課
i流荒域一課
流域ニ課
用地諜

「一一一工務課
」一一一施設課

仁二ご総務課
管理諜
建築開発課
保全課

「一一一工事統指諜
ト一一道路課
ト一一一流域課
」一一一幹線道路課

用地課

E 総務課
管理課
建築原発課
保全課

「一一一工事統括課
ト一一一道路・公園課
L一一一流域課

己総務課
管理課
建築開発課
保全課E三工事統括課
道路諜
流域課
用地課

事業課

総務陶用地課E工務課
施設課
保全担当

総務・用地課

E-工務二課
施設諜
保全担当【名称変更]
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平成26年度県土整備部幹部職員名簿(課長級以上<補佐級室長含む>)

平成26年4月1臼現在

【本庁】

課 名 職 名 氏 名 備考

県土整備部長 土井英尚

副部長
福井敏人

(企画総務担当)

副部長
水谷優兆

(公共事業総合政策担当)

次長
鈴木 学

(道路整備担当)

次長
舘 敏彦

(流域整備担当)

次(住長まいまちづく包担当) 永納栄一

課長 小林修博

県土整備総務課 副参事
(土地開発公社・住宅供給公 長谷川 淳

社・道路公社派遣)

県土整備財務課 課長 吉岡 工 企画総務担当

公共用地課 課長 回米千秋

建設企画監 森 茂也

人権・危機管理監 水谷 寿

課長 加藤芳弥
公共事業運営課

副参事兼課長補佐兼班長 山本久一
公共事業総合政策担当

入札管理課 課長 新堂紳一郎

建設業課 課長 山口尚茂

道路企画課 課長 梅谷幸弘

参事兼課長 片山靖浩

新名神推進課
副参事 山口剛正

(四日市市駐在)
道路整備担当

副参事 樋口欽久

道路建設課 課長 真弓明光

道路管理課 参事兼課長 渡辺高司
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課 名 職 名 氏 名 備考

課長 岡田規生
河川課

副参事 角谷英雄

防災砂防課 課長 井戸坂 威

港湾・海岸課 課長 松枝信彦
流域整備担当

流域管理課 課長 鵜飼伸彦

課長 向井孝弘
下水道課

副参事 石橋弘安

施設災害対策課 課長 池山隆久

都市政策課 課長 中嶋 中

景観まちづくり課 課長 長岡 敏

建築開発課 課長 古川 万

住宅課 課長 大森邦彦
住まいまちづくり担当

課長 岡村イ圭則

営繕課 副参事兼班長 中村定嗣

副参事兼班長 森 道之

建築確認審査監 尾崎幹明

工事検査総括監 湊谷信行

検査監 稲垣法重

検査監 山川! 豊

検査監 河村 透 工事検査担当

検査監 山田 純

検査監 江藤 武

検査監 筒井正弥
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名

】
欄
芳

関
一
務

機
一
事

域
一地一

桑名建設事務所

四日市建設事務所

鈴鹿建設事務所

津建設事務所

職名

一一一一一一一
備考

所長

副所長兼総務・管理室長

副所長兼保全室長

建築開発室長

事業推進室長

用地調整室長

所長

副所長兼総務・管理室長

副所長兼保全室長

建築開発室長

事業推進室長

新 正和

中西良久

佐藤一彦

吉田 勇

石野和幸

高橋建二

堀 清

柘植武志

iアロジ三ケ下推進室長 | 西海 浩 l 

用地調整室長

技術管理監兼工事統括課長

所長

副所長兼総務・管理室長

副所長兼保全室長

事業推進室長

用地調整室長

所長

副所長兼総務・管理室長

副所長兼保全室長

事業推進室長

用地調整室長

君ヶ野ダ手ム管理室長

伊藤雄一

高木和広

幸阪芳和

杉本幸八

竹内一樹

井上一夫

宮田 守

伊藤清則

安藤広司

東

山田

嘉治

篤

城山芳人

奥山 長
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事務所名 I議 名 氏 名 備考

所長 渡辺克己

副所長兼総務・管理室長 奥野 進

副所長兼保全室長 片倉一典

建築開発室長 押越隆広
松阪建設事務所

事業推進室長 鳴川容治

用地調整室長 北岡信宏

宮川ダム管理室長 浅田勝博

技術管理監兼工事統括課長 関 泰弘

所長 中瀬和人

副所長兼総務・管理室長 松林重敏

副所長兼保全室長 福田勝許

建築開発室長 安藤 主3主'!

伊勢建設事務所

事業推進室長 大江 浩

用地調整室長 西本 貢

宮川下水道室長 松本哲雄

技術管理監兼工事統括課長 佐竹 yE 宏

所長 t 岡崎賢一

副所長兼総務・管理・建築室長 山本英樹

志摩建設事務所 副所長兼保全室長 広田哲也

事業・用地推進室長 松本英之

鳥羽地域プロジェクト推進室長 竹内正幸

所長 里 宏幸

副所長兼総務・管理室長 服部克哉

副所長兼保全室長 岩崎 主Z再Pノ

伊賀建設事務所
建築開発室長 小 "1敬史

事業推進室長 城本典洋

用地調整室長 新居紀和
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事務所名 職 名 氏 名 備考

所長 中野伸也

副所長兼総務・管理・建築室長 大西宏明

尾鷲建設事務所 副所長兼保全室長 倉田正明

事業推進室長 東 幸伸

用地調整室長 森川訓吉

所長 青木節夫

副所長兼総務・管理・建築室長 篠田和晃

副所長兼保全室長 方対不ミミ 伸生
熊野建設事務所

事業推進室長 梅 JI/ 幸彦

用地調整室長 中村彰良

災害復旧室長 大川!義摩

所長 服部喜幸

;It勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 福田直之

副所長兼事業推進室長 藤井 穣

所長 堀江俊光

中勢流域下水道事務所 副所長兼総務・用地室長 河村哲史

副所長兼事業推進室長 久保拓也
」一一一一一
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平成 26年度当初予算

1 予算編成にあたっての基本的な考え方
近い将来、南海トラフ巨大地震等の大規模地震の発生が危倶されるとともに、近年、異常

気象に伴う風水害が多発していることから、自然災害に備える基盤施設の整備等の取組をさ

らに進める必要があります。また、県内の産業集積地や観光地などにおいて交通渋滞が頻発

していることから、地域を支える幹線道路等の整備が求められています。これらの状況をふ

まえ、県民の皆さんの安全・安心の確保に向けて地震・津波、洪水、土砂災害等の対策を進

めるとともに、安心と活力を生み出す道路網、港湾の整備や快適な住まいまちづくりに取り

組みます。

また、これまで整備してきた公共土木施設の老朽化が進むなか、県民の安全・安心を確保

するため、平成 25年から実施している公共土木施設の緊急点検を平成 26年度に完了すると

ともに、緊急修絡を実施します。あわせて、予防保全が必要な施設の長寿命化計画策定と計

画的な修繕・更新に取り組みます。さらに、紀伊半島大水害及び平成 25年に発生した台風

18号等において被災した施設の復旧はもとより、再度の災害等に備え、河川堆積土砂の撤去

を含めた治水対策を進めるとともに、地域の安全・安心の磯保に重要な役割を担う建設業の

活性化に向けた取組を進めます。

なお、これらの取組を進めるにあたっては、国の経済対策に係る平成25年度補正予算と

組み合わせ、三重県経営方針に沿って次の取組に注力するなど、選択と集中を図りながら事

業の推進に努めていきます。

( 1 )自然災害から命を守るための緊急基盤聾備

①激化する異常気象に対応する基盤施設等の緊急整備

緊急性の高い河川・砂防施設の整備等

②迫りくる地震・津波に対応する基盤豊施設等の緊急援備

海岸や河口部の既存施設における脆弱箇所の補強や耐震対策の実施等

③災害対応力の強化に向けた体制整備

大規模地震・津波に際して道路啓開を迅速に展開できる態勢の整備等

④建築物の耐震化促進

木造住宅や不特定多数が利用する大規模建築物等に対する耐震診断・耐震改修等の支援

(2 )命と地織を支える道路網の整備

①命を支える道づくりの推進

緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を担う幹線道路の整備等

②地域を支える道づくりの推進

地域のカを活かした三重づくりを支える基盤となる幹線道路の整備等

③緊急輸送道路整備の推進

災害時に人員や物資などの交通(輸送)を確保するための緊急輸送道路の整備
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(3 )公共土木施設の着実な維持管理の推進

緊急点検の平成 26年度完了に向けた取組と、緊急修繕等

(4)災害復旧及び大規績水害等に備えた治水対策の推進(紀伊半島大水害、平成25年台風 18号}

被災施設の復!日、再度の災害等に備えた治水対策の推進、治水上支障となっている河

川堆積土砂の撤去等

( 5 )技術力を持ち地織に賃献できる建設業の活性化

地域の安全・安心や雇用を支える建設業の活性化への支援

2 主な重点項目

( 1 )自然災害から命を守るための緊急基盤整備

①激化する異常気象に対応する基健施設等の緊急整備【緊急課題解決 1] 

0緊急河川改修事業

予算額 825，000千円

洪水被害の防止、軽減を図るため、治水上支障となっている水内等の改修や河川堆積

土砂の撤去を進めます。

0災害時要援護者関連施設対策事業

予算額 3 1 0，4 1 0千円

主砂災害危険箇所に立地する災害時要援護者関連施設(病院、老人ホーム等jを保全

するため、砂防堰堤等の砂防施設の整備を進めます。

0水防情報提供事業

予算額 113，700千円

洪水時の円滑かっ迅速な避難を篠保し、人的被害の軽減を図るため、市町が作成する

洪水ハザードマッフ。の基礎資料となる浸水想定区域図の作成や、市町による避難情報発

出の参考となる水位情報等の提供を進めます。

②迫りくる地震・津波に対応する基盤施設等の緊急整備【緊急課題解決 1] 

0河川施設緊急地震・津波対策事業

予算額 722，000千円

津波浸水予測区域内の河川堤防における脆弱箇所(183箇所)について、緊急に補強を

行うとともに、河川改修に合わせた耐震対策を行います。また、河口部に設置されてい

る大型水門・排水機場について、耐震対策を進めます。

0海岸保全施設緊急地震・津波対策事業

予算額 1，804，700千円

海岸堤防において緊急に補強が必要な脆弱箇所 (200箇所)については、対策を重点

的に実施し、「みえ県民力ビジョン・行動計画Jの目標より I年早い平成 26年度に完了

できるよう取り組みます。また、耐震対策(堤防の液状化対策)を進めます。
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0急傾斜施設等緊急地震・津波対策事業

予算額 315，640千円

津波浸水予測|玄減内の土砂災害危険箇所において、避難地・避難路を保全するため、

擁壁等の急傾斜施設の整備を進めます。

③災害対応力の強化に向けた体制整備【緊急課題解決 1] 

0道路啓開対策事業 予算額 540，000千円

大規模地震・津波が発生した際に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において、必要な

資材を備蓄する道路啓開基地の整備及びリ夕、ンダンシーの確保が悶難な箇所の道路構造

強化など、道路啓開(緊急車両等が通れるように、がれきなどを処理し、段差を修正す

るなど、救援ルートとして最優先で確保すること)を迅速に展開できる態勢の整備を進

めます。

④建築物の耐震化促進【緊急課題解決 1] 

O待ったなし!耐震化プロジェク卜

予算額 180，060千円

地震による被害を軽減させるため、木造住宅の耐震診断、耐震補強等を支援し、住ま

いやまちの安全性を高めます。

O(新)大規模建築物耐震対策促進事業

予算額 17 9， 1J 3千円

建築物の地震に対する安全性の向上を図り、県民の生命、身体を保護するために、

不特定多数が利用する大規模建築物等(ホテル、旅館等)に対する耐震診断及び耐震

改修の支援を行います。

( 2 )命と地域を支える道路網の整備

①命を支える道づくりの推進【緊急課題解決 2】

0命を支える道づくり事業 予算額 2，073，334千円

県民の皆さんの命と暮らしを守るため、緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を

担う「新たな命の道」としての幹線道路の整備促進を図るとともに、ミッシングリンク

となっている未事業化区間の早期事業化に努めます。

・国道42号熊野尾鷲道路 (II期)、国道42号新宮紀宝道路、国道 260号錦峠 等

②地域を支える道づくりの推進【緊急課題解決 2]

0地域を支える道づくり事業予算額 12，889，527千円

集積する産業や魅力ある観光など、地域の今ある力を活かした三重づくりを支える基

盤として、産業活動や観光交流に伴い増加する交通需要に対応し、交通渋滞の解消に資

する幹線道路およびこれらにアクセスする道路の整備を進めます。

-新名神高速道路、東海環状自動車道、国道 1号北勢バイパス、国道23号中勢バイパス、

国道 1号桑名東部拡幅(伊勢大橋架替関連)、国道 477号四日市湯の山道路、

国道 167号磯部バイパス、県道神戸長沢線
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③緊急輸送道路整備の推進【緊急課題解決1)

0緊急輸送道路整備事業

予算額 2，624，652千円

災害時に人員や物資などの交通(輸送)が確保されるよう、緊急輸送道路に指定され

ている県管理道路の整備を進めます。

・国道260号木谷工区、国道 16 6号悶引バイパス、都市計画道路松阪公園大口線、

的矢湾大橋(県道鳥羽阿児線)、大正橋(県道三雲久居線) 等

(3 )公共土木施設の着実な維持管理の推進

0公共土木施設の緊急修繕と計画的な修繕・更新l一部再掲)

予算額 6，575，552千円

道路、河川、海岸、港湾等の公共土木施設の老朽化が進むなか、県民の安全・安心を

確保するため、公共土木施設の緊急点検を平成 26年度に完了するとともに、緊急修繕

を実施します。あわせて、予防保全が必要な施設の長寿命化計画策定と計画的な修繕・

更新に取り組みます。

(4 )災害復旧及び大規模水害等に備えた治水対策の推進(紀伊半島大水害、平成 25年台風 18号)

0被災した施設の災害復旧

予算額 2，025， 150千円

紀伊半島大水害、平成 25年台風 18号による道路の崩壊や堤防C法壊などの被害は、

住民め生活に多大な影響を及ぼしたことから、被災した施設の災害復旧を進めます。

0大規模水害等に備えた河川整備

予算額 719， 750子門

紀伊半島大水害、平成 25年台風 18号で甚大な被害を受けた河川等について、再度災

害の防止や、洪水被害の防止、軽減を図るため、河川改修を行います。

0河川堆積土砂の撤去(再掲)【緊急課題解決 1] 

予算額 720，000千円

河川に堆積した土砂は、風水害の発生時に被害を拡大する恐れがあることから、河川

堆積土砂撤去の箇所選定の仕組みにより、市町の意見をふまえて選定した実施箇所や

実施候補箇所を市町と共有しながら、土砂の撤去を進めます。

(5)技術力を持ち地域に貢献できる建設業の活性化

O(新)地域人づくり事業(建設労働者雇用対策) (再掲)

建設業若年労働者雇用拡大推進事業

予算額 210，000千円

「三重県建設産業活性化プラン」に基づき、地域における災害時等の安全・安心や雇用

を支える産業として極めて重要な役割を担っている建設業の活性化に向けて、若年者の

入職促進や人材育成を支援します。
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平成26年度当初予算会計別・事業別一覧表(県土整儲部)

会計別総指表

平成25年度 平成 26年度
区 分 当初予算 当初予算

A B 

(92， 060， 498) (88，651，669) 
般 h._ 

言十
79， 438， 201 

7-'ま

78， 379， 971 

(11， 985， 280) (14，025， 165) 
流域下水道事業特別会計

11， 985， 280 12， 391， 541 

港湾整備事業特別会計
150， 165 154，552 

(104， 195，943) (102， 831， 386) 
ぷE〉3h 計

90， 515， 416 、91， 984， 294 

事業別総括表(一般会計)

平成 25年度 平成 26年度
区 分 当初予算 当初予算

A B 

(29，487， 519) (30， 725， 175) 
国補公共事業

2l， 802， 070 23， 329，467 

(23，295， 078) (18，425， 149) 
直 轄 事 業

17，300， 000 16， 607， 500 

県単公共事業
19， 165，644 19， 497， 526 

公
(71， 948， 241) (68， 647， 850) 共 計台
58， 267， 714 59，434， 493 事

業

受託公共事業
517，045 585，614 

災害復旧事業
5， 634， 154 5， 124， 066 

(78， 099， 440) (74，357，530) 
言十

64，418，913 65，144，173 

(13，961， 058) (14， 294， 139) 
五ド 公 共 事 業

13，961， 058 14， 294， 028 

(92， 060，498) (88， 651， 669) 
メ口合、 言十

78， 379， 971 79， 438， 201 

※ 上段( )は、国の補正予算(経済対策)に係る補正予算を含む。
下段は、当初予算額
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(単位:千円)

対前年度比
B/A 

(96%) 

101% 

(117%) 

103% j 

103% 

(99%) 

102% 

(単位:千円)

対前年度比
B/A 

107児

(79%) 

96% 

102% 

(95%) 

102% 

113% 

91% 

(95%) 

101% 

(102%) 

102% 

(96%) 

101% 



主な事業別明細表(一般会計) (単位:千円)

平成25年度 平成26年度 対前年度比
区 分

当初予算 A 当初予算 B B/A 

(17， 073， 856) (17， 039， 286) (100%) 
道 路 事 業

11. 765. 767 12，363，078 105% 
(6， 542， 602) (7， 394， 790) ( 113%) 

河川砂防事業
5. 316. 242 5， 922， 790 111% 
(2， 567， 800) (3， 139， 400) (122%) 

国 港湾海岸事業
2， 077， 800 2， 215， 400 107% 

補
(2， 644， 288) (2，715，273) (103%) 公

共
都市計画事業

1， 983， 288 2， 391， 773 121% 
事
業 住 ニト也ムー・ 事 業

194， 330 200， 992 103% 

災害関連助成事業
464， 643 235. 434 51% 

(29， 487， 519) (30， 725， 175) (104%) 
言十

21， 802， 070 23， 329， 467 107% 
(17， 859， 000) (13， 621， 000) (76%) 

道 路 事 業
13， 859， 000 12， 800， 000 92児
(4，889，612) (4， 150， 829) (85%) 

河川!砂防事業
3. 040. 000 3， 240，000 107% 直
(377， 666) (487， 500) ( 129%) 轄

港湾海岸事業
241， 000 407， 500 169% 事

業 (168， 800) (165， 820) (98%) 
公 園 事 業

160， 000 160. 000 100% 
(23， 295， 078) (18，425， 149) (79目)

計
17， 300， 000 16， 607， 500 96% 

建 設
9， 068， 650 9， 217， 000 102% 

県 維 持
8， 583， 438 8，874，354 103児単

公
識 査

473， 990 441. 695 93% 共
事
業 補 助 金 等

1， 039， 566 964，477 93% 

言十
19， 165，644 19， 497， 526 102% 
(71， 948， 241) (68， 647， 850) (95%) 

メ仁bIh 言十
58，267，714 59，434， 493 102% 

※ 上段( )は、国の補正予算(経済対策)に係る補正予算を含む。
下段は、当初予算額
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三重県建設産業活性化プラン

1 策定趣旨

建設企業は、良質な社会資本の整備、災害時等の安全・安心の確保や地域の庭

用の確保など、地域において重要な役割を担っています。

特に、平成 23年の「紀伊半島大水害Jにおいては道路・河川等の応急復旧や

河川堆積二t砂の撤去等の緊急対応に、また、紀宝町及び南伊勢町での高病原性烏

インフルエンザ発生時においては埋却作業に、地域の建設企業が不眠不休で業務

に当たられ、地域の安全・安心の確保に大きく貢献しています。

しかしながら、近年の建設投資の減少に伴い受注競争が激化し、建設産業を取

り巻く経営環境は非常に厳しく、その活力をなくしてきでいることから、工事の

品質低ドへの懸念、災害等の緊急対応への不安、また、地域経済への影響など、の

課題が顕在化しています。

こうしたことから、県では、県民が安全に安心してそれぞれの地域に住むこと

ができる災害に強い県土をつくっていくため、平成 24年3月に、建設産業の活

性化に向けた取組を「三重県建設産業活性化プランJ(以下「プラン」という。)

としてまとめました。

2 概要

プランでは、地域において不可欠な役割を担う建設産業の活性化を図ることを

めざし、将来ビジョンとして、「技術力を持ち地域に貢献できる建設業~確かな

技術で地域に必要とされ未来に存続する~J を掲げ、そのビジョンを実現するた

め、「技術力J、「地域賞献」、「経営力Jの3つをキーワードに、これに対応する

8つの取組を盛り込んでいます。

なお、このプランは、「みえ県民力ビジョン・行動計闘」の期間にあわせ、平

成 24年度から平成27年度までの4年間を期間として取り組んでいます。

3 平成25年度の取組と成果

平成 25年度は、技術力の維持・向上の取組については、優良施工企業と優良

技術者の表彰制度の検討を進めました。建設業協会がスキルマップを作成しまし

た。

地域貢献の取組については、災害等の緊急時における安全・安心の確保として

道路啓開訓練等の実施や、地域維持裂の契約方式による維持管理体制の確保とし

て地域維持型契約の試行を実施しました。

経営力改善の取組については、実勢を踏まえた適正な予定価格となるよう設計

単価を 2回通常改訂し、さらに、 8月に一部地区の生コンクリート、 2月に鉄筋、

3月に鋼材の単価を改訂するなど6回の特別改訂等を実施しました。また、低入

札調査基準価格の一般管理費等の算入率を O.3から 0.55へ引き上げたこと

により、低入札調査基準価格は、予定価格の約 85%から約 87%となりました。
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これらの取組により、継続的な技術力の維持や優れた人材の育成、災害時の対

応能力、建設業の経営基擦の向上に寄与することができました。

4 平成26年度の主な取組

平成 26年度は、優良施工企業と技術者の表彰制度の実施、業者選定に企業実

績評価の導入、建設業埋解のための情報提供の充実、地域維持型契約方式の拡大、

建設産業への若年労働者の入職促進と人材育成支援等に取り組んでいきます。

併せて、プランの最終年度である平成 27年度に向けて、これまでの成果と課

題について検証を行っていきます。
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i
u

技術力 を持ち 地域に貢献 で きる 建設業
~確かな技術で地鵠に必要とされ来集に存続する~ {取組期間:平成24-27隼

経営力
一 『指摘力」と『地鳩貢献jを実現ー

工事成績評定点の平均点

H22実績 81.8点 =今 H27目標 83.0点
H25実績 83.2点

地域・社会貢献に取り組む業者との契約率

H22実績 88.4%=今H27目標 95.0%
H25実績 97.7%

売上高経常利益率の平均値(売上高慢円以上)
H22実績 ム0.18%今 H27目標 +0.20%
H25実績はH26年11月公表予定

組

取組1 継続的な技術力の維持・向上

取組項目

(1)品質確保のための技術力向上
(2)技術力を持った企業の活用
(3)技術力を持った技術者の活用

取組4 地域の安全・安心の確保 取組7 経営基盤の強化

取組項目

(1)災害等の緊急対応への取組強化
(2 )地繊維持型の契約方式の導入

取組5 地域経済の活性化

取組項目

( 1 )経営の効率化
(2)経営相談・各種融資制度の活用・支援
(3 )企業合併・連携の推進
(4)入札契約制度の改善

取組2 優れた人材の確保・育成

取組項目

(1)新規就業者の確保
(2)若手技術者の育成と技術承継

取組項目

(1)地域雇用の確保
(2)地元企業からの資材購入

取組8 新分野進出による経営多角化

取組項目

(1)新分野進出の支援制度・体制の整備
(2 )助成金等の活用促進取組6 地域に貢献できる企業の存続

取組項目 | 
(1)地域貢献活動の取組強化
(2)地場企業の活用推進

(3 )不良不適格向の鰍

取組3 受発注者聞の連携強化

取組項目

(1)受発注者聞のコミュニケーション向上
(2) CALS/ECの推進
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入札・契約制度

本県の入札・契約においては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)

の基本理念である「価格と品質が総合的に優れた内容の契約Jを実現するため、公

平性、透明性及び競争性を確保しつつ、不良不適格建設業者の排除等適正化を進め

ています。

1 入札・契約方式

地方公共団体の契約の締結方法については、一般競争入札、指名競争入札又は

随意契約などがあり、政令で定める場合に該当するときに限り、指名競争入札又

は随意契約などを行うことができます。(地方自治法第 234条第 l項、第 2項)

本県の建設工事(調査・測量・設計業務委託を除く)の主な入札契約方式は、

以下のとおりです。

( 1 )一般競争入札

ア 「一般競争入札J

・予定価格が20億 2千万円以上の工事 <WTO対象工事(※l>
・入札に参加するには、建設業の許可、経営事項審査の受審、三重県建設

工事入札参加資格者名簿への登録(入札参加時に登録がなくても開札侍

までに整えば良い)が必要

イ 「条件付き一般競争入札J

・予定価格が 20億 2千万円未満の工事 <WTO対象外工事>

・入札に参加するには、建設業の許可、経営事項審査の有効及び三重県建

設工事入札参加資格者名簿の「土木一式工事Jや「建築一式工事Jなど

建設業法に示す全 28の「建設工事の種類」に応じた登録が必要であり、

各工事の入札で設定される地域要件、工事実績要件などを満たすことも

必要

※WTO対象工事.位界貿易機関政府調達協定に基づき「地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令Jにより規定される金額(建

設工事の調達契約は1， 500万SDR: 20億 2千万円)以上が対象

(2 )指名競争入札

-予め発注者が入札参加者を指名する方式

・契約の性質又は目的が一般競争入札に適さない場合など、地方自治法施行令

第 167条に規定される要件に該当する場合に適用することができる

(3 )随意契約

・発注者が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定する方式

・契約の性質又は目的が競争に適さない場合など、地方自治法施行令第 167

条の 2に規定される要件に該当する場合に適用することができる

民
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2 予定価格

競争入札又は随意契約により契約を締結するときは、原則として契約金額の上

限基準となる予定価格を設定します。

設定にあたっては、予算の範囲内で、取引の実勢価格、市場価格、履行の難易、

数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めます。(三重県会計規則

第 65条及び同運用方針)

なお、本県では、予定価格を探ろうとする者から発注者への不当な圧力や不正

行為の防止など入札の公正性を確保する観点から、入札公告において予定価格を

事前公表しています。

3 低入札価格調査制度及び最低制限価絡制度

(1)低入札価格調査制度

-この制度の適用対象工事は、落札方式が総合評価方式の工事及び競争入札

審査会により制度の適用が必要と判断された工事

・本県の建設工事に係る低入札調査基準価格は、中央公共工事契約制度運用

連絡協議会(※)が定めるモデル(以下「中央公契連モデル」という。)

の計算式により算出

・低入札調査基準価格(予定価格の 87%程度の額)未満の入札があった場

合は、履行のID能生について調査宏実施

※中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連) 公共工事の適正な施行に寄

与することを呂的に、国の機関、特殊法人等で構成される連絡協議会のこと

( 2 )最低制限価格制度

・この制度の適用対象工事は、低入札価格調査制度の対象とならない工事

・契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、

予定価格の 10分の 9から 10分の 7までの範囲内で最低制限価格を設

定したうえで、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格

で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする地方自治法

施行令第 167条の 10に規定された制度

・本県の建設工事に係る最低制限価格は、中央公契連モデルの低入札価格調

査基準価格を求める計算式を準用して算出

4 落札者の決定方式

( 1 )最低価格落札方式

予定価格以下の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする方式

(2 )総合評価方式

価格と品質の阿方を評価することにより、総合的に優れた者を落札者とす

る方式

本県では、下請けへのしわ寄せや労働条件の悪化等を防止するため、すべて

の工事に低入札価格調査制度を導入

2-6 



5 三重県建設工事等入札参加資格【図-1]

本県が発注する建設工事の入札に参加するためには、建設業の許可を受け、経

営事項審査を受けるとともに、入札参加資格申請書を知事に提出し、審査で適格

者であると認められ、三重県建設工事等入・札参加資格者名簿に登録される必要が

あります。

( 1 )建設業の許可

建設業法で定める全 28の「建設業Jl.FJに許可、有効期限は5年

ア 国土交通大臣許可

二以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取

得

イ 知事の許可

ーの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする事業者

が取得

( 2 )経営事項の審査

本県発注の建設工事の入札に参加しようとする建設業の許可を持つ建設業

者は、毎年定期的に許可行政庁において経営に関する客観的事項の審査(経営

事項審査)を受けるととが必要

6 三重県建設工事発注標準 I表-1】【図-2]

本県では、全 28の「建設工事Jの内、土木一式工事、建築一式工事、電気

工事、管工事、ほ装工事及び造園工事の6工事種別について、発注する工事の

設計金額に応じ経営事項評価点数・技術等評価点数を加算した総合点及びI級

技術者数からなる格付基準により、 2~3 段階の区分(ランク)に格付し、「三

重県建設工事発注標準Jとして定めています。

また、発注方法においては、建設業協会との協議を踏まえ、機動力がある一

定規模の建設企業の経営体力強化のために、それらの建設企業の公共工事の受

注機会が増加するよう入札参加可能範囲を見直し、 Aランク業者の単独参加下

限値を 7，000万円以上に引き下げるとともに、 Bランク業者の単独参加領

域を設定しました。

7 今後の取組

引き続き適正な競争が図られる入札参加者数が確保されるよう取り組んでい

くとともに、将来の建設産業の担い手を確保するため、入札参加業者に対する社

会保険加入の義務付けを検討します。

『
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図-1 三重県建設工事等入札参加資格

許可を受けない者
軽微な民間工事は可

公共工事への入札参

加を希望しない者

建設業を営むちの

※ 1現在、「建設業法Jの改正手続き中であり、改

正後は、建設業許可の業種区分に「解体工事

業」が新設され r29業種」となる。
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〔土木一式工事〕

区分 設計金額 格付基準

①総合点840点以上

A 3， 000万円以上
② 1級技術者5名以上

(うち 3名の公共工事の主任技術

者の実績)

①総合点760点以上

B 
2， 000万円以上 ② 1級技術者2名以上

7， 000万円未満 (うち 1名の公共工事の主任技術
ノ

者の実績)

C 2， 500万円未満 上記以外のもの

総合点=経営事項評価点数十技術等評価点数

※技術等評価点数=①工事成績による点数

※1級技術者

一②資格(指名)停止期間による点数

+③環境マネジメントシステム導入による点数

+④品質管理マネジメントシステム導入による点数

+⑤契約後VE制度提案採用件数による点数

一級土木施工管理技士・一級建設機械施工技土・技術土(建設・農業土木・水産土木・森林土木)

※公共工事の主任技術者の実績
過去5年以内に主任技術者として従事した実績

関-2 発注方法

〔土木一式工事〕

(条件付き 般競争入札)

般競争
県内Aランク 県内Aランク

管内Bランク
(特定 JVを想定) 1，000点以上

入札 管内Aランク
管内Aランク 管内Cランク

{特定 JVを想定)

明「
県外業者 参加資格要件T 。Aランク 公共工事、同種工事、地域条件、工事成績、

(特殊工事等 JV) 配置予定技術者等

1， 500万 SDR(※) 3億円 1. 5億円 7千万円 3千万円 2. 5千万円 2千万円

※国際通貨基金 OMF)の特別引出権 (SpecialDrawing Rightsの略称)

-参加可能業者数が少ない場合は、上位ランクが参加することができる。

また、 7千万円以上1.5億円未満の工事では、県内Aランク 1，000点以上の参加を考慮するこ

とができる。

-難易度の高い維持修繕工事などは、上位ランクによる入札とすることができる。

.cランクで施工実績を求める場合は、必要に応じτ県の受注実績などを考慮し、適切な設定を行う

ものとする。)

・高度で専門的な技術を要する等の工事で、県内業者の育成のためやむを得ず県外業者との特定 JV

により、発注する場合は、県外まで地域を拡大することができる。

・特定 JVについては、三重県建設工事に係る共同企業体取扱要綱による。

-土木工事の特定 JVについては別添 1r土木工事における共向企業体構成の考え方j等による。

.上下水道の管工事を含む。
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公共工事における総合評価方式

1 現状

総合評価方式は、発注者が建設業者の技術的能力を適切に審査し、価格と

品質が総合的に優れた調達を実現するため「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」に位置づけられた評価方式であり、三重県においても何方式を試

行導入しており、現在年間約 1，900件の建設工事のうち約 300件、年

間約 1，000件の測量・設計業務のうち約 150件について総合評価方式

を適用しています。

総合評価方式の試行の結果、工事の品質確保はもとより、地域貢献や社会

貢献活動に取り組む企業の増加や、平成23年度からの「施工体制確認型総

合評価方式Jによる低入札契約の大幅な減少など、一定の効果が出てきてい

ます。

しかしながら、総合評価方式の入札に参加した建設業者へのアンケート等

では、次の要望が出されています。

・事務手続きにかかる負担の軽世

.評価項目や評価基準の改善

-技術提案やヒアリングの審査・評価の公正性・透明性の向上

このことから、発注者(県)と受注者(建設業者)で構成する検討会を設

置し、見直しを進めています。

2 見直しの方向性

①事務負担の軽減

②工事内容などに応じたタイプ選定

③地域状況に応じた評価

④企業の技術力を重視

⑤社会貢献度についての負担軽減

⑥審査・評価の透明性の向上

3 主な見直し内容案

①事務の手続き

-地域、企業、技術者要件などの客観評価のみで評価するタイプの適用範

囲を拡大
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-技術提案の項目数を、 1テーマあたり 5項目から 3項目に削減

-落札候補者のみ客観評価項呂の申告内容について詳細確認を行う事後審

査方式を導入

② 評価項目、評価基準

-評価の目的などに応じて評価項目を再整理

・小規模業務委託や雪氷対策業務委託は、地域状況などに応じて評価

・社会貢献度の評価項目は現況を維持し、企業の過度な負担に考慮

・技術者の工事実績の評価都合を軽減し、企業の施工能力を重視するため、

企業の工事実績を評価項目に追加

③審査・評価

・技術提案の評価結果について、請求に応じ項目ごとの点数を通知

.地域状況や現場特性などをより反映できる審査・評価体制に移行

・技術提案などの評価に対し、地域・企業・技術者要件などの評価の割合

を重視

・審査・評価の公正性・透明性の向上のため、ヒアリングの評価視点を「業

務への取組姿勢及び応答性Jから「工事監理能力の雄認Jに変更

4 今後の取組

総合評価方式については、見直し内容案に基づく試行を実施し、工事の品

質確保と評価の公正性、透明性の向上など企業選定の適正化と入札事務の軽

減のため、その試行状況の検証を行うことにより、制度の改善と適切な運用

に取り組んでいきます。
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総合評価方式【簡易型一般的な土木一式工事】の平成26年6月からの訴行(案)について

【現行】 【見直し療を踏まえた銀行{寒川平成26年6月限}】

植域的
..的

大項目 '"覗目 小項目
忽E点

大項目 中項目 小項目 主情E点 備考
{家}

2駆車等蘭在地 10 

地屠
要件

本眉・惰置網島 官肉章者・・ 10 I 10 地割康晴過置 10 

に崎お工ける箇工所'地Tl舗健闘 -平成26年9月1白から適用予定

雷*鋪曹茸繍喪繍 5 ー*揖lI<元揖翼楓 5 

Ie'貢a精献通直匿

小規組織務担民元繍聾楓 5 小規軍事務聾託元調書幅 s 

地蟻買・~lt 地峨買耐麿 16 

公尖撞偉鎌也活動翼幅 3 公共施政鈍化活動費聞 3 . 
県富塩置の"恒 3 盟書協定申評価 3 

車世代育虚主揖量動量級 3 lI:1量代育成宣盟諸軸翼幅

企

男女共同，菌培副書繍 3 男女共同多面活動実欄

'臨 10 I 10 

社会買醐置 障がい書圃用翼楓 3 国 貢祉献会度 祉会買酎直 障がい者層用実績

99 

構 現場マネジメントシステム
のIllli

企事車件

( 1$014001. M-EMS) 

70 カ

県内企畢による随工 5 100 県向企車による薗Z E 5 124 

1f 

工事実楓 評匝骨量:UI骨量e・ エ・翼幅 1事価対車工専の翼繍 20 

z.成.. 格付吋に属品平均工事成楕 20 z・It楓 倫付けに量る平均工事曜輔 20 -引き続き検討

46 

UiSEOE等114f 
1509曲目、1501.曲1. 雄企闘車力由lf 品質マネジメントシステム

5 品質マネジメント 田Il!M 3 M-EMSの有鍵 れS09側lOS)

安全聞生管理 世軸安シ全ステ衛ム生のマuネジuメント 5 世幽宮主衛生管理
骨刷費傘欄主マ~.ジメント

5 システムの認鉦

手持色z・量 官契級約世ゅ術の者公骨共量Z時Z比Fと率 10 事伶ち工事量 も提組約匝e傷p回者公骨共量Z的Z比Fと$ 10 10 -引き続き強制

配置予エg定技里術織者の 主.代任理t監人理と}植問者Eは
現鳴 して由ヱ$翼欄 20 

盤要術件者 配Z住置術.予者実定的楓 理喝主代笹理t監人湿と}し櫨て術由省工R$l実ata 20 2。 植樹書 肱術者
買帽畢有叙現 '揖・2踊土木貰施抽工官壇瞳会の 25 25 

町篇カ 町能力

継続隼官制置
櫨練学習制度目単位取得状ll! 5 (CPO) 

-平成26年9月1日から1li!4を36廟
から60車に度更予定

11注者が4固定するテーマ
【項・・適項1テ目用目ー内項毎容マ配gあを1点た全をりて項3明項目示目の、重慢要案度を等求にーめ応る

!!注者が措定する予ーマ
について

控桁 障術直軍
施エ上面軍すべき標値と同軍

怯術岡聾 について 60 
縄寮

J6 
施工土..すベ曹慢掴と対置 l または i じて設定し明示

値工止冒量すべき聾唖 通-請知求に応じ項目毎回結畢{点数)を

樟事術件力 100 1叩 世僅.情1II 56 56 56 
【引き続き検討する項目】
-項目毎に3段階卸価

【・適『実工用範事項の内有目容無1」等Jrに応じて‘発注慣闘が

ヒアリング 量輯Eへぴ冊応目障書組世聾軒 40 
ヒア

ヒアリング
E置予定能植衡害時 20 

『 配点Jを股定
リンザ z・監理カ由確認容

[引き続曹検討する項目】

'3段階野価

(&・.1.0004) + 加耳血 2004. 200 【樟111畠 1.0004)+掴庫轟【揖IltJし〉 180 

」ーー 」ーー・
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三重県公共事業評価制度

1 概 要

本県では、公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を権保し、事業を適正に実施

するため、事前・事中・事後の各評価システムを一体的に機能させた評価サイクルを

構築しています。

( 1 )事前評価

平成 14年度予算編成から「公共事業事前評価システムJを導入し、効率的・効

果的な社会資本整備の実現を図るために、事業実施前に公共事業の必要性とその効

果について客観的な評価を行い、公共事業の実施を決定したプロセスの透明化を図

っています。

(2 )事中評価

平成 10年度から「公共事業再評価システム」を導入し、事業着手後一定期間を

経過した事業等を対象に、事業継続の適否を評価しています。評価の妥当性につい

ては、三重県公共事業評価審査委員会に諮り、委員会の答申を踏まえ、事業継続の

適否を決定してlいます。

(3 )事後評価

平成 15年度から「公共事業事後評価システムJを導入し、事業完了後一定期間

を経過じた事業を対象に、事業の効果や周辺環境への影響等を確認じj評価じてい

ます。評価の妥当性については、三重県公共事業評価審査委員会に諮り、委員会の

答申を踏まえ、今後実施する事業の計画又は実施中の事業への反映に努めています。

2 今後の進め方

( 1 )事前評価

平成26年度は、事業実施予定箇所467箆所について評価を実施し、事業実施

の妥当性を確認しました。

(2 )事中評価

平成 25年度は、河川事業、林道事業など 23事業の評価を実施し、委員会の審

議を受け事業継続が了承されました。平成 26年度は、河川事業、林道事業など9

事業の評価を実施し、委員会の審議を受ける予定です。

( 3)事後評価

平成 25年度は、道路事業など6事業の評価を実施し、委員会の審議を受け事業

の妥当性が認められました。平成 26年度は、砂防事業など 10事業の評価を実施

し、委員会の審議を受ける予定です。

なお、今年度は、事中・事後評価に関して、延べ5回の三重県公共事業評価審査

委員会を開催する予定です。
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三重県公共事業評価制度

-年度当初の「事業実

施予定箇所の公表」

に併せて評価結巣を公共事業事前評価システム

※次年度において実施を行おうとする事業を対象に評価

E事業着手前に事業効果を客観的に評価

E費用便益分析を基本に、戦略性E 緊急性等を加えた総合評価に

より優先度の明確化

・予算フレーム等を勘案しJ事業実施」か「保留jを決定

三重県公共事業評価サイクル

事業内容の検討

政策目標園地域要望等)

-評価審査委員会を

公開

・議事録等をHP等公共事業再評価システム

※事業着手後一定期間を経過してミ未着手や継続中の事業や再

評価実施後一定期間(概ね5年)を経過した事業等を対象に評価

一再評価の内容ー

①事業の進捗状況がどうか

②事業を巡る社会経済状況等の変化があるか

③事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変

化等があるか

④事業の進捗見込みはどうか

⑤コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討

-評{箇審資委員会を

公開

-議事録等をHP等公共事業事後評価システム

※事業完了後一定期間(概ね5年)を経過した事業を対象に評価

一事後評価の内容ー

①事業効果はどうか

②事業の環境函への配慮及び事業による環境の変化があったか

③事業を巡る社会経済状況等の変化があったか

④県民の意見はどうか

⑤今後の課題等

評価結果の蓄積

.フィードバック

ン

同
種
事
業
の
計
画
等
へ
反
映
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幹線道路網(高速道路網・直轄国道)の整備

1 現状

( 1 )県の取組方針(

県内の幹線道路網の整備は道半ばにあり、北・中部地域では東名阪自動車道な

どで慢性的な交通渋滞が発生し、南部地域では集中室長雨等により国道42号など

の道路が寸断され地域が孤立するなど、県民生活に大きな支障を来たしています。

平成 27年度に一部供用開始予定の新名神高速道路や東海環状自動車道などを中

心に、国や中日本高速道路株式会社などと協力し、県内の幹線道路網の早期供用

に向け整備を推進しています。

主な事業路線

・新名神高速道路(四臼市 JCT~亀山西 J C T (仮称))

・熊野尾鷲道路 (II期) (尾鷲北 IC~尾鷲南 I C) 
-熊野道路(熊野大泊 IC~熊野 I C (仮称)) 

-新宮紀宝道路(紀宝 IC (仮称)~新宮北 I C (仮称)) 

・東海環状自動車道(四日市北 JC T (仮称)~岐阜県境)

・国道 1号 北勢バイパス、関バイパス、桑名東部拡幅(伊勢大橋架替)

・国道 2 3号 中勢バイパス

-国道 2 5号 名 阪 国 道

-国道 4 2号松阪多気パイパス

・国道 258号大桑道路

-国道 260号錦峠

( 2 )平成 26年度の取組

交通需要への対応と交通渋滞の解消、災害持の緊急輸送や代替ルートの確保に

向け、新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパスや中勢バイパス等の整

備促進を図るとともに、北勢バイパスの未事業化区間の早期事業化に向けた取組

を進めます。

また、紀伊半島のミッシングリンク解消に向け、「新たな命の道j として、熊野

尾鷲道路 (II期)、新宮紀宝道路及び熊野道路の整備促進を図るとともに、未事業

化区間(熊野 IC (仮称)~紀宝 I C (仮称))の早期事業化に向けた取組を進め

ます。

2 課題・問題点

(1)集積する産業や魅力ある観光など、地域の今ある力を活かした三重づくりを支

える基盤として、交通渋滞の解消に向けた幹線道路網の整備が必要です。

( 2 )大規模地震や集中豪雨等による孤立を防ぐとともに、東日本大震災を受け、ひ

とたび災害が発生した場合の救助・救援活動や生活の復興の基盤となる幹線道路

の整備を重点的に進めることが求められています。
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3 対応方針

(1)産業・観光などの広域的な交流や、効率的な物流による県内外との連携を深め

るため、幹線道路網の整備を推進していきます。

(2 )緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を担う幹線道路ネットワークの形成

を推進じていきます。

( 3 )整備の考え方

①平成 25年度まで

式年遷宮を契機とした交流・連携を広げ、地域を結ぶ道づくりに向けた幹線

道路整備を重点的に進め、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路、紀宝バイパスは 25 

年度までに全線供用しました。

②平成 27年度まで(みえ県民カビジョン・行動計画の目標期間)

伊勢湾岸自動車道へ接続する新名神高速道路の四日市 JCTから四日市北

J C T (仮称)問、東海環状自動車道の四日市北 JC T (仮称)から東員 1C 

(仮称)問、錦峠の全線、北勢バイパスの四日市市内の一部及び中勢バイパス

の津市内の一部の供用開始をめざします。

③平成 28年度以降

第 76回国民体育大会(平成 33年)が開催される予定であり、新名神高速

道路の県内区閉会線(宰成30年度保周開始モ定)と東海環状自動車道ーの芭回

り区間(平成 32年度供用開始予定)の供用開始について、一日でも早く実現

できるように固などに働きかけ整備促進を図っていきます。

さらに、北勢バイパス及び中勢バイパスの現在の事業化区照が、 30年代前

半までに全線で暫定供用できるよう、整備促進を図っていきます。

③'新宮紀宝道路、熊野道路等の早期供用をめざすとともに、熊野 1C (仮称)か

ら紀宝 1C (仮称)間や北勢バイパスの 4工区(国道 1号~中勢バイパス)な

どの未事業化区間の早期事業化、供用開始をめざします。

〈盤舗の考え方〉

名神、東海環状、北勢 BP、中書官 BPの供用など〉
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①東海環状自動車道(東員町長深地内)

②新名神高速道路(四日市市小牧町地内)

③紀勢自動車道(紀北町内)
紀伊長島 IC-海山 IC
平成 26年 3月 30日 15.1 km 供用

④北勢バイパス(四日市市垂坂町地内)

⑤中勢バ4パス(津市高茶屋小森町地内)一一一一
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県管理道路の整備

1 現状

県管理道路の整備については、平成 15年度に策定・公表した「新道路整備戦

略j に基づき、計画的に整備を推進してきました。

県管埋の国道、県道の道路改良率は、平成 25年 4月現在、 73. 4 %となっ

ており、これは全国平均 (8l. 7%) に比べ 8. 3 %低く、全国順位も 39位

と下位となっています。

道路整備に対する県民の期待は依然として高く、県としても道路整備への幅広

いニーズに応えるため、「新進路整備戦略Jに代わり、今後の県管理道路の整備の

方向性を示した「道路整備方針」を平成 23年 6月に策定・公表しました。

「道路整備方針Jでは、これまでの抜本的な改良(2車線整備)に加え、部分

的な改良などの柔軟な整備手法(車がすれ違うための待避所等を設置)を取り入

れています。

2 課題・問題点

( 1 )県内の道路整備の状況は道半ばであり、県民ニーズに応えるために、事業中箇

所の整備推進や新規箇所の事業化に必要な道路予算を確保する必要があります。

( 2 )南海ドラフ巨大地震などの大規模災害の発生に対応するためよ緊急輸送道路に

指定されている県管理道路の整備を進める必要があります。

( 3 )第 76回国民体育大会(平成 33年)の開催にあたり、参加選手団等大会関係

者や県内外からの観客等の利便性・安全性の向上を図るため、会場へのアクセス

を向上させる道路整備について、国や市町等と連携し準備・検討を進める必要が

あります。

3 対応方針

(l) i平成 26年度道路事業計画j に基づき、事業中箇所の整備推進や新規笛所の

事業化に必要な道路予算を確保し、引き続き県管理道路の整備を進めていきます。

( 2 )大規模災害からの県民の命と暮らしを守るとともに、高規格幹線道路、直轄国

道と一体となった道路ネットワークを構築するため、引き続き緊急輸送道路に指

定されている県管理道路の整備を進めていきます。

( 3 )平成 25年度から平成 29年度にかけて、各市町において競技会場が選定され

ることから、地域連携部国体準備課と協議等を進めるとともに、整備が必要な箇

所(路線)の検討・整備を進めていきます。
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一般国道477号四日市湯の山道路(四日市市~菰野町)

高角IC-県道四日市菰野大安線(通称:ミルクロード)

(平成26年5月24日 4

一般県道鳥羽阿児線(的矢湾大橋)耐震対策事業(志摩市)

一般国道260号木谷バイパス(志摩市~南伊勢町)

仮称:木谷トンネル L=433m

一般国道167号第二伊勢道路(鳥羽市~伊努市)

(平成25年9月14日 7.6km供用)
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道路の維持管理

1 現状

県民の安全・安心を確保するため、公共土木施設の適正な維持管理や交通安

全対策は非常に重要です。

公共土木施設については、毎年新たに整備される施設に加え、昭和 30年代

から 40年代の高度経済成長期に建設された橋梁等の施設が今後一斉に更新・

修繕の待期を迎えます。平成 24年 12月には中央自動車道の笹子トンネル天

井板落下事故が発生するなど、近年老朽化した道路施設の損傷による事故が増

加しています。平成 26年 7fi1日から、橋梁・トンネル等の定期点検が義務

化され、これまで以上に適切な維持管理が求められています。

また、他県では通学中の児童等に自動車が突入するなど重大な交通事故が相

次いで発生しており、本県でも通学中の児童等の安全確保が喫緊の課題となっ

ています。

2 課題・問題点

道路施設の損傷による事故を未然に防止するために、施設の現状を的確に把

援するとともに、将来の補修量を予測した計画的な事業の執行に努め、いっそ

う効果的、効率的な維持管理を進める必要があります。さらに、通学中の児童

等の安全確保を図るために、緊急合同点検結果をうけた要対策箇所の対策を進

める必要があります。

また、住民参加型の維持管理である各種美化ボランティアや、地域の自治会

等に除草業務を委託する事業を推進することも重要です。

3 対応方針

公共土木施設維持管理費の予算確保に努めています。今後も厳しい状況では

ありますが、ソフト対策も含め、きめ細かな管理・修繕を実施していきます。( ， )道路施設の着実な維持管理

①道路舗装については、適切に維持管理するため、平成 24年度に「三重県

道路舗装維持管理基本計画」を策定し、この計画に基づき将来の舗装補修費

用を予測した計図的な予算の確保および効率的な舗装修繕を実施していき

ます。

②橋梁修繕については、平成 18年度から継続している橋梁点検に加え、平

成 22年度に橋長 15m以上、平成 23年度に橋長 15m未満の橋梁を対

象とした「橋梁長寿命化修繕計画Jを策定し、この計画に基づき予防的な

修繕等を実施し、維持管理コストの最小化と施設の長寿命化を図っていき

ます。

③老朽化した道路施設については、適切に維持管理するとともに、道路利用

者の安全・安心を確保するため、トンネル等の詳締な点検を平成 26年度

に完了するとともに、その結果をふまえた対策を進めていきます。
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また、予紡保全が必要な施設の長寿命化修繕計画を策定し、効率的な維持

管理を推進していきます。

④国・県・市町等の道路管理者が参画し、平成 26年 3月 18日に設立した

「三重県道路インフラメンテナンス協議会」において、意見調整・情報共

有を行い、点検や修繕計画等について連携・協力し、市町への支援など道

路インフラの予防保全・老朽化対策体制の強化を図っていきます。

⑤交通安全対策については、平成 24年度に実施した緊急合同点検結果をふ

まえ、防護柵やラバーポール等の簡易対策を地域との協議のうえ実施し、

通学中の児童等の安全確保を図っていきます。

( 2 )住民参加型の維持管理(道路管理課、流域管理課、都市政策課共管)

本県では、「住民参加型の維持管理」を推進しており、ボランティア活動の

拡大及び道路、河川、公園等の愛護意識の高揚を図るため、地域住民の方々

により構成された団体に、活動するうえで必要な物品等を提供しているとこ

ろです。また、草刈りについては、自治会等と委託契約を結び、活動の支援

も実施しています。

さらに、平成 22年度からは支援対象範囲を拡大するとともに、美化ボラ

ンティアにおける助成物品を増やすなど、制度の充実も図っています。

これらの支援を継続した結果、平成 25年度の参加団体数は 894団体と

なっています。

今後も、住民参加型の維持管理を推進していきます。
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